
京都市会計規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年１２月２７日 

京都市長  松 井 孝 治 

京都市規則第   号 

京都市会計規則の一部を改正する規則 

京都市会計規則の一部を次のように改正する。 

第４３条の２第１項第２０号中「（京都市第二児童福祉センターにおいて領収する場

合を除く。）」を削る。 

第８号様式９備考中２を削り、３を２とし、４を３とする。 

第１３号様式２備考中２を削り、３を２とし、４を３とする。 

第１３号様式６を削り、同様式７を同様式６とし、同様式８を同様式７とする。 

附 則 

 この規則中第８号様式９及び第１３号様式２の改正規定は令和７年４月１日から、その

他の改正規定は同年１月１日から施行する。 

（会計室） 
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